
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人）
公益法人の区

分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

1

あいりん総合センター
シャッターシャフト内コ
ンクリート剥落防止工
事

大阪市西成区萩ノ茶
屋1-3-44

H30.5.9～H30.5.31

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
渡邉　浩司

大阪市中央区
大手前４－１－
６７

H30.5.9

（株）安川工
務店

大阪市港区
波除４－３－
７

11200011
27127

別紙１参照 2,567,160 2,496,744 97.3% - - - -

2

岸和田公共職業安定
所空調設備更新工事

岸和田市作才町1264

H30.5.16～H30.6.29

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
渡邉　浩司

大阪市中央区
大手前４－１－
６７

H30.5.16

（株）トラスト

岸和田市西
大路町２１－
６

71201010
47888

会計法第29条
の3第5項及び
予算決算及び
会計令第99条
第2号

2,466,720 2,397,600 97.2% - - - -

3

大阪南労働基準監督
署エレベーター既存
不適格解消工事

大阪市西成区玉出中
2-13-27

H30.5.23～H30.10.31

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
渡邉　浩司

大阪市中央区
大手前４－１－
６７

H30.5.23

オーチス・エ
レベータ
サービス
（株）大阪支
社

大阪市北区
豊崎３－１－
２２

60106010
49702

別紙２参照 3,456,324 3,132,000 90.6% - - - -

H30.6.1～
日本オー
チス・エレ
ベータ
（株）に合
併

備　　考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約を締結した
日

契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び理
由（企画競争又は

公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

公益法人の場合

法人番号



別紙１

契約件名及び数量 あいりん総合センターシャッターシャフト内コンクリート剥落防止工事

随意契約によることとした
理由

平成３０年４月８日、１階寄場１４号シャッターシャフト内（格納部）の天井付
近からコンクリート片が落下したとの報告があった。経年劣化によりコンク
リートが剥落し、スラットとボックスの間に挟まったものが、シャッター下降時
に落下したものと推定され、他のシャッターにおいても同様の事案が生じる
おそれがある。このため、人身事故等を未然に防ぐため、他のシャッターを
含め、シャッターシャフト内部のコンクリート補強及び剥落防止工事を、所有
者である国が至急行う必要がある。先般、いずれのシャッターにおいてコン
クリート剥落のおそれがあるか調査を行ったところ、コンクリート剥落防止措
置を必要とする部分が１３箇所あるのみならず、外壁クラック、天井ボード等
の補修を行う必要があることが判明した。
本件は同様の事案が発生すると人命にかかわることから緊急に対応する必
要がある。このため、平成２８年度に同センターのシャッターシャフトの補修
及び機器更新工事、センター天井からコンクリート落下の危険があったこと
から行った天井斫り及び錆止め塗布工事を請け負った実績があり、本工事
に先立ちシャッターシャフト内の調査業務を委託した株式会社安川工務店に
確認したところ、早急に工事に着手できるとの回答を得たため、会計法第２９
の３第４項の「緊急の必要により競争に付することができない場合」として、
当該相手方と随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２

契約件名及び数量 大阪南労働基準監督署エレベーター既存不適格解消工事

随意契約によることとした
理由

大阪南労働基準監督署エレベーターの建築基準法施行令第１２９条
の１０第３項第２号の既存不適格を解消するため、地震時管制運転
装置を取付けることとなったが、地震時管制運転装置はエレベーター
の動作等を制御するものであるため、既存エレベーターのシステム
や構造等を熟知しているシンドラーエレベータ株式会社（現オーチス・
エレベータサービス株式会社）以外の設置は不可能である。
よって、会計法第２９条の３第４項の「契約の性質又は目的が競争を
許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考


